
〇周囲をうかがいながら、公共施設等の周辺を何度も往
　復する人
〇防犯カメラの位置や、警備員の配置場所を確認する人
〇駅、空港など、人が多数集まる場所に放置されている
　荷物

〇インターネットを利用して、化学物質等を大量に購入し
　ようとする
〇個人使用としては、不自然な量を購入する
〇初めての来訪者が大量に購入する
〇電話で在庫の問い合わせをする
〇使用目的が曖昧、説明を渋る
〇身元確認、連絡先等の説明を渋る

　次のような人や物を発見したときや、「おやっ」と思ったと

きは、110 番通報してください。

　不審物を発見したときの対応について、福岡県警察が

制作した動画（タイトル「不審物を見つけたら…」）を

「YouTube 福岡県警察公式チャンネル」で公開しています。

　ぜひ一度、ご覧ください。

　現在、国際テロ組織による爆発物を使用したテロ等が

世界各地で頻発しており、日本におけるテロ発生の危険性

は否定できません。

　テロの防止には、テロに使用する爆発物を作らせないた

めの対策が重要です。

　薬局、薬店、肥料販売店関係者の皆様は、次のような

不審な人を発見した場合は、相手の身元を確認し、警察

に通報してください。

　いよいよ今月から「ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会」が開催となるほか、来年は「東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会」等が開催されます。

　国際的イベントの安全な開催に向け、皆さんのご協力をお願いします。

　平成30年4月25日、「古物営業法の一部を改正する法律」
が公布され、主に次の4点が改正されました。

① 欠格事由の追加

② 簡易取消し制度の新設

③ 営業制限の見直し

④ 許可単位の見直し

※①～③は、平成 30年10月24日に施行されました。

※④は、公布の日（平成 30 年 4月25日）から2 年以内の

　政令で定める日（2年施行、2020 年 4月頃～）に施行さ

　れます。

　

国際テロの未然防止
～ 不審者・不審物に関する情報提供にご協力ください ～

お問い合わせ先
福岡県警察 生活安全部生活保安課

TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/
seian/seikan/kaisei.html

お問い合わせ先
福岡県警察 警備部外事課
TEL 092-641-4141
https://www.police.pref.fukuoka.jp/

危機管理
情報室

　現在許可を受けている古物営業者の方は、
２年施行前までに「主たる営業所等の届出」
を行う必要があります。

不審者・不審物の着眼点 爆発物を作らせないために

古物営業の届出はお済みですか?
④の改正によって、現在許可を受けている古物営業者の

方は「主たる営業所等の届出」を行う必要があります。

※営業所が1つの場合も届出が必要です。

※施行日までに届出をしなければ、許可が失効し、無許

　可営業となります。

　詳しくは、福岡県警察ホームページをご覧ください。

⑤材料又は用具等（くぎ材等の軽微な材料や電動の手持
ち工具程度の用具等を除く。）を報酬の支払者から供与
されているかどうか。

　前記（1）及び（2）は、要するに、金員を支払者と受給
者との間の法律関係が、実質的に請負か雇用かというこ
とを判断しているだけです。
　仮に請負契約書が作成されていても、前記（2）に照ら
して請負でなければ、受給者は給与所得を得ていること
になり、支払者側も、外注費としての処理が認められな
くなります。
　SEであっても考慮要素は似たようなもので、簡単に言
えば、実態として、時間的・場所的等の拘束をしておら
ず、パソコンやデスクなどにつき私物を使わせるかレンタ
ル料を負担させる等していれば、外注費としての処理が
認められやすくなります。昨今の働き方の自由化とは、
時間的・場所的な拘束が緩やかになることを意味します
から、従来の考え方を前提とする限り、働き方の自由化
は、外注費としての処理が認められやすくなる方向に作
用するのではないかと考えています。

2．ご存じのとおり、外注費に当たるか給与に当たるか
は、これによって支払者・受給者双方の税務処理に大き
な違いが生じる問題です（なお、労基法や下請法の問題
も生じ得ます。）。このため、納税者（特に支払者）と税
務署との間で意見の食い違いが生じやすく、税務調査に
おいても指摘されやすい事項になっているようです。
　筆者が裁判から関与した案件の中には、いわゆる夜の
お店で、従来、納税者が外注費（ホステス源泉）として
処理していたところを、給与（乙欄源泉）と認定され、巨
額の追徴金を支払わなければならなくなった経営者がお
られました。「請負契約書を作成しているから大丈夫。」、
「皆こうやってるから大丈夫。」と安易に考えずに、判断に
迷ったら、早めに税理士等にご相談ください。

　当社は、SE（システムエンジニア）と請
負契約書を取り交わしていますので、SEに
支払っている金員について、外注費として

取り扱っています。当社の取扱いで問題ないでしょうか。
　

　そのSEの働き方や稼ぎ方の実態を検討
してみないと答えは出せません。

1．この点に関連するものとして、平成21年12月17日、
「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取
扱いについて」という法令解釈通達が出されています。
　この通達は、あくまでも金員を受領する大工等の側の
所得区分に関するものであって、SEに金員を支払った側
の取扱いに関するものではありません。しかし、区別の
判定として参考になるところが大きいことから、下記に
記載しておきます。

（1）支払者と受給者の間の契約関係が、請負（又はこれ
に準ずるもの）か雇用（又はこれに準ずるもの）か。

（2）前記（1）で判定できない場合、下記①～⑤を総合
勘案して判定する。

①他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供す
ることが認められるかどうか。
②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間
を単位として計算されるなど時間的な拘束（業務の性
質上当然に存在する拘束を除く。）を受けるかどうか。
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から
指揮監督（業務の性質上当然に存在する指揮監督を除
く。）を受けるかどうか。
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失す
るなどした場合において、自らの権利として既に遂行
した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求で
きるかどうか。

税務Q&A
九州北部税理士会　福岡支部　調査研究委員会　金谷 比呂史

（ホームページ http://www.kyuhokuzei-fukuoka.jp）

Q

働き方の自由化と税務

A
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